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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の両面電極パッケージが第２の両面電極パッケージ上に積層された半導体装置であ
って、
　前記第１の両面電極パッケージが、
　表面に第１の半導体チップの電極と電気的に接続される第１の電極パッドが形成される
と共に、裏面に前記第１の電極パッドと電気的に接続された第１の外部接続パッドが形成
された第１のパッケージ基板と、
　前記第１のパッケージ基板の表面に載置され、前記電極が前記電極パッドに電気的に接
続された第１の半導体チップと、
　前記第１のパッケージ基板の表面と平行で且つ研削により形成された研削表面を備え、
前記第１の半導体チップを封止樹脂で封止する第１の封止樹脂層と、
　前記第１の封止樹脂層を貫通するように形成され、一端が前記第１の電極パッドと電気
的に接続されると共に、他端が前記第１の封止樹脂層の表面に露出した柱状の第１の表面
側端子と、
　前記第１の封止樹脂層の研削表面に形成された再配線パッドと、
　前記第１の封止樹脂層の研削表面に形成され、前記第１の表面側端子の他端と前記再配
線パッドとを電気的に接続する接続配線と、を含み、
　前記第２の両面電極パッケージが、
　表面に第２の半導体チップの電極と電気的に接続される第２の電極パッドが形成される
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と共に、裏面に前記第２の電極パッドと電気的に接続された第２の外部接続パッドが形成
された第２のパッケージ基板と、
　前記第２のパッケージ基板の表面に載置され、前記電極が前記第２の電極パッドに電気
的に接続された第２の半導体チップと、
　前記第２のパッケージ基板の表面と平行で且つ研削により形成された研削表面を備え、
前記第２の半導体チップを封止樹脂で封止する第２の封止樹脂層と、
　前記第２の封止樹脂層を貫通するように形成され、一端が前記第２の電極パッドと電気
的に接続されると共に、他端が前記第２の封止樹脂層の表面に露出し且つ前記端面の中央
部が窪んだ凹面である柱状の第２の表面側端子と、
　前記第２の封止樹脂層の表面に露出した前記第２の表面側端子の他端と前記第１の外部
接続パッドとを電気的に接続する接続端子と、を含む、
　半導体装置。
【請求項２】
　前記第２の表面側端子の他端の端面は、周辺部が前記封止樹脂層の表面と同じ高さであ
り且つ中央部がパッケージ基板側に窪んだ凹面であることを特徴とする請求項１に記載の
半導体装置。
【請求項３】
　前記第１の表面側端子が前記第１のパッケージ基板と一体に形成されていると共に、前
記第２の表面側端子が前記第２のパッケージ基板と一体に形成されていることを特徴とす
る請求項１または請求項２に記載の半導体装置。
【請求項４】
　前記第１の両面電極パッケージ及び第２の両面電極パッケージの各々は、フレーム基板
からダイシングにより個片化されたものであり、ダイシングによる加工面を有することを
特徴とする請求項１から請求項３までのいずれか１項に記載の半導体装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、半導体装置に係り、特に、両面電極構造の半導体装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近時、携帯電話など電子機器の小型化により、より実装密度の高い３次元パッケージ技
術の開発が進められてきた。３次元パッケージ技術の中では、１つのパッケージ上に別の
パッケージを積層するパッケージ・オン・パッケージ（ＰＯＰ）という方法が有望である
。ＰＯＰには、両面電極構造のパッケージ（両面電極パッケージ）が使用される。両面電
極パッケージには、半導体チップと接続される内部配線と、パッケージ表面側の電極と内
部配線とを接続する貫通電極と、パッケージ裏面側の電極と内部配線とを接続する貫通電
極と、が必要である。
【０００３】
　従来、種々の構造の両面電極パッケージが提案されている。例えば、特許文献１には、
樹脂封止型の両面電極パッケージが記載されている。この両面電極パッケージでは、半導
体チップを封止した封止樹脂層に貫通電極を設け、この貫通電極を介して表面側の電極と
内部配線とを接続している。
【０００４】
　また、特許文献２には、リードフレーム型の両面電極パッケージが記載されている。こ
のパッケージでは、内部リードの一部を樹脂封止材の外部に露出させ、内部リードの表面
及び裏面を外部電極としている。ここでは、内部リードが貫通電極の役割を果している。
【０００５】
　また、特許文献３には、ボール・グリッド・アレイ（ＢＧＡ）型の両面電極パッケージ
が記載されている。このパッケージでは、パッケージ基板に段付き部を設け、この段付き
部にワイヤボンディング用電極の端部を露出させ、パッケージ基板を貫通する貫通電極に
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より、この端部と表面側又は裏面側の電極とを接続している。
【０００６】
　これら両面電極パッケージを高密度で実装するためには、個々のパッケージを薄型化す
る必要がある。例えば、特許文献３では、パッケージ基板に段付き部を設けると共に、パ
ッケージ基板を裏面側から機械的に研削して、パッケージを薄型化している。
【特許文献１】特開２００２－１５８３１２号公報
【特許文献２】特開２００３－２４９６０４号公報
【特許文献３】特開２００５－２３５８２４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、従来の両面電極パッケージの構造は、表面側の電極を任意のレイアウト
で配置するものではなく、上下のパッケージを接続する融通性に欠けていた。また、封止
樹脂層はトランスファー法により形成されているが、トランスファー法では、金型を用い
てモールドを行うために、封止樹脂層を薄く形成することが難しかった。
【０００８】
　本発明は、上記事情に鑑み成されたものであり、薄く且つ簡易に製造でき、上側に積層
されるパッケージとの接続を容易にした両面電極パッケージを提供することを目的とする
。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記目的を達成するために本発明の半導体装置は、第１の両面電極パッケージが第２の
両面電極パッケージ上に積層された半導体装置であって、前記第１の両面電極パッケージ
が、表面に第１の半導体チップの電極と電気的に接続される第１の電極パッドが形成され
ると共に、裏面に前記第１の電極パッドと電気的に接続された第１の外部接続パッドが形
成された第１のパッケージ基板と、前記第１のパッケージ基板の表面に載置され、前記電
極が前記電極パッドに電気的に接続された第１の半導体チップと、前記第１のパッケージ
基板の表面と平行で且つ研削により形成された研削表面を備え、前記第１の半導体チップ
を封止樹脂で封止する第１の封止樹脂層と、前記第１の封止樹脂層を貫通するように形成
され、一端が前記第１の電極パッドと電気的に接続されると共に、他端が前記第１の封止
樹脂層の表面に露出した柱状の第１の表面側端子と、前記第１の封止樹脂層の研削表面に
形成された再配線パッドと、前記第１の封止樹脂層の研削表面に形成され、前記第１の表
面側端子の他端と前記再配線パッドとを電気的に接続する接続配線と、を含み、前記第２
の両面電極パッケージが、表面に第２の半導体チップの電極と電気的に接続される第２の
電極パッドが形成されると共に、裏面に前記第２の電極パッドと電気的に接続された第２
の外部接続パッドが形成された第２のパッケージ基板と、前記第２のパッケージ基板の表
面に載置され、前記電極が前記第２の電極パッドに電気的に接続された第２の半導体チッ
プと、前記第２のパッケージ基板の表面と平行で且つ研削により形成された研削表面を備
え、前記第２の半導体チップを封止樹脂で封止する第２の封止樹脂層と、前記第２の封止
樹脂層を貫通するように形成され、一端が前記第２の電極パッドと電気的に接続されると
共に、他端が前記第２の封止樹脂層の表面に露出し且つ前記端面の中央部が窪んだ凹面で
ある柱状の第２の表面側端子と、前記第２の封止樹脂層の表面に露出した前記第２の表面
側端子の他端と前記第１の外部接続パッドとを電気的に接続する接続端子と、を含むこと
を特徴とする。
【００１３】
　再配線パッドと接続配線とを更に含む半導体装置は以下の製造方法により製造すること
ができる。即ち、上記半導体装置を製造する製造方法は、複数のパッケージ基板に分割さ
れるフレーム基板に、パッケージ毎に、パッケージ基板の表面に半導体チップの電極と電
気的に接続される電極パッドと、パッケージ基板の裏面に前記電極パッドと電気的に接続
された外部接続パッドと、一端が前記電極パッドと電気的に接続された柱状の表面側端子
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とを、各々形成する工程と、パッケージ毎に、前記パッケージ基板の表面に前記半導体チ
ップを載置し、前記電極を前記電極パッドに電気的に接続する工程と、前記半導体チップ
を封止樹脂で封止するために、前記凹部と前記半導体チップとの隙間を埋めると共に、前
記複数のパッケージ基板の表面と前記表面側端子とを覆うように封止樹脂を成形する工程
と、成形された前記封止樹脂を前記表面側端子の他端が露出するまで研削して、前記パッ
ケージ基板の表面と平行な研削表面を形成する工程と、前記研削表面に、パッケージ毎に
、再配線パッドを形成すると共に、前記表面側端子の他端と前記再配線パッドとを電気的
に接続する接続配線を形成する工程と、前記半導体チップの各々がパッケージ毎に収納さ
れると共に、前記電極パッド、前記外部接続パッド、前記表面側端子、前記封止樹脂層、
前記再配線パッド、及び前記接続配線の各々がパッケージ毎に形成された前記フレーム基
板をダイシングして、個々のパッケージに分割する工程と、を含むことを特徴とする。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明によれば、薄く且つ簡易に製造することができ、上側に積層されるパッケージと
の接続を容易にした両面電極パッケージを提供することができる、という効果がある。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　以下、図面を参照して本発明の実施の形態の一例を詳細に説明する。
【００１６】
＜第１の実施の形態＞
（両面電極パッケージ）
　図１（Ａ）は本発明の第１の実施の形態に係る両面電極パッケージの構成を示す概略断
面図である。図１（Ｂ）は同じ両面電極パッケージを表面側から見た平面図である。図１
（Ａ）は図１（Ｂ）のＡ－Ａ断面図である。
【００１７】
　第１の実施の形態に係る両面電極パッケージ１０は、樹脂やセラミクスなどの絶縁体で
構成された平板状のコア材１６を備えている。コア材１６の表面には、所定のパターンで
配線２０が形成されている。この配線２０の端部が、ＬＳＩチップ等の半導体チップ４４
を接続するためのボンディングパッドとなる。コア材１６には、コア材１６を貫通するビ
ア２４が複数形成されている。各々のビア２４内に、導電性材料２６が充填されて、貫通
電極２８とされている。
【００１８】
　貫通電極２８の一端はコア材１６の表面に露出し、貫通電極２８の他端はコア材１６の
裏面に露出している。コア材１６の裏面には、貫通電極２８の露出部を覆うように、外部
接続用の電極パッド３０が複数形成されている。また、コア材１６の表面に露出した貫通
電極２８の一端は配線２０に電気的に接続され、コア材１６の裏面に露出した貫通電極２
８の他端は電極パッド３０に電気的に接続されている。また、コア材１６の裏面は、電極
パッド３０を残して、ソルダレジスト４２で被覆されている。
【００１９】
　コア材１６の表面には、半導体チップ４４が配置されるチップ配置領域１４（図２で点
線で囲んだ領域）を四角く取り囲むように、円柱状の表面側端子３６が複数形成されてい
る。表面側端子３６は、導電性材料で構成されている。チップ配置領域１４は、平面視が
矩形状であり、そのサイズは半導体チップ４４の平面サイズよりも大きい。表面側端子３
６は、配線２０上にコア材１６の表面に対し略垂直に立てられている。表面側端子３６の
高さは、０．１～０．３ｍｍ程度である。一般に、半導体チップ４４の厚さは５０～１０
０μｍ程度である。表面側端子３６の高さは、半導体チップ４４の厚さの２倍～３倍程度
にするのが好ましい。また、表面側端子３６の一端は、配線２０に電気的に接続されてい
る。
【００２０】
　図２（Ａ）に示すように、配線２０、貫通電極２８、電極パッド３０、表面側端子３６
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、及びソルダレジスト４２が形成されたコア材１６が、パッケージ基板１２である。図２
（Ｂ）はパッケージ基板１２を表面側から見た平面図であり、図２（Ｃ）はパッケージ基
板１２を裏面側から見た平面図である。本実施の形態では、チップ配置領域１４の周囲に
は、１つの半導体チップ４４につき２４本の表面側端子３６が形成されている。また、本
実施の形態では、パッケージ基板１２の裏面には、４９個の電極パッド３０が形成されて
いる。なお、表面側端子３６の個数や電極パッド３０の個数は、半導体チップ４４の電極
の数などに応じて、適宜変更することができる。
【００２１】
　ＬＳＩチップ等の半導体チップ４４は、チップ配置領域１４にフェイスダウンで配置さ
れている。半導体チップ４４の表面に形成された電極（図示せず）は、半田などの金属の
バンプ６８により、配線２０と直接接続されている。即ち、半導体チップ４４が、パッケ
ージ基板１２にフリップチップ接続されている。
【００２２】
　半導体チップ４４は、封止樹脂５０により封止されている。同様に、配線２０及びバン
プ６８も、封止樹脂５０により封止されている。封止樹脂５０の表面は、後述する通り、
半導体チップ４４を覆うようにモールド形成された樹脂層を表面から研削（グラインド）
することで、表面側端子３６の他端の端面３６Ａと同じ高さ（同一表面）とされている。
封止樹脂５０の表面は、研削により形成された研削面５０Ｇである。図１（Ｂ）に示すよ
うに、この研削面５０Ｇからは、複数の端面３６Ａが露出している。
【００２３】
　封止樹脂５０の研削面５０Ｇ上には、複数の再配線パッド５２が形成されている。本実
施の形態では、図１（Ｂ）に示すように、２４個の再配線パッド５２が、中央の１つを除
いた５×５のマトリクス状に配置されている。なお、再配線パッド５２の個数は、表面側
端子３６の本数などに応じて、適宜変更することができる。
【００２４】
　また、上述した通り、本実施の形態では、チップ配置領域１４の周囲には２４本の表面
側端子３６が形成され、研削面５０Ｇからは２４個の端面３６Ａが露出している。これら
表面側端子３６の端面３６Ａと再配線パッド５２とを一対一で接続する配線５４が形成さ
れて、両面電極パッケージ１０の表面で再配線が行われている。
【００２５】
（両面電極パッケージの製造方法）
　次に、上述した両面電極パッケージ１０を製造する製造方法について説明する。図３～
図８は第１の実施の形態に係る両面電極パッケージ１０の製造工程を示す図である。この
製造工程では、図３～図８に示すように、複数のパッケージ基板１２が形成された単一の
基板フレーム６０が用いられる。この基板フレーム６０上には、パッケージ基板毎に、両
面電極パッケージの構造が形成される。最後に、基板フレーム６０をダイシングすること
により、個々の両面電極パッケージに分割される。以下、両面電極パッケージ１０の製造
工程を、順を追って説明する。
【００２６】
（基板フレームの準備工程）
　まず、複数のパッケージ基板が形成された単一の基板フレームを用意する。
　図３（Ａ）及び（Ｂ）は基板フレームの準備工程を示す図である。図３（Ａ）は基板フ
レームの部分断面図であり、図３（Ｂ）は基板フレームを表面側から見た平面図である。
【００２７】
　基板フレーム６０には、複数のパッケージ基板１２が形成されている。ここでは、図３
（Ｂ）に示すように、基板フレーム６０の一部を図示している。基板フレーム６０の図示
された部分には、１６個のパッケージ基板１２が４×４のマトリクス状に配置されている
。なお、図３（Ａ）には、２個のパッケージ基板１２を含む部分のみを図示している。点
線で囲んだ部分が、図２（Ａ）～（Ｃ）に示す１個のパッケージ基板１２に相当する。
【００２８】
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　基板フレーム６０は、平板状のコア材１６と、コア材１６に形成された配線２０、貫通
電極２８、電極パッド３０、表面側端子３６、及びソルダレジスト４２と、を備えている
。複数の表面側端子３６は、個々のパッケージ基板１２のチップ配置領域１４を取り囲む
ように四角く配置されている。換言すれば、複数の表面側端子３６を枠状に配置すること
で、チップ配置領域１４が形成されている。図３（Ｂ）に示す例では、基板フレーム６０
には、１６個のチップ配置領域１４が形成されている。
【００２９】
　コア材１６やソルダレジスト４２は、有機樹脂で構成することが好ましい。また、配線
２０、貫通電極２８のビア２４に充填される導電性材料２６、電極パッド３０、及び表面
側端子３６等の導電性部材は、銅（Ｃｕ）などの電気抵抗の低い導体で構成することが好
ましい。
【００３０】
（半導体チップの配置工程）
　次に、個々のパッケージ基板１２のチップ配置領域１４に、半導体チップ４４を配置す
る。図４（Ａ）及び（Ｂ）は半導体チップの配置工程を示す図である。図４（Ａ）は基板
フレームの部分断面図であり、図４（Ｂ）は基板フレームを表面側から見た平面図である
。ＩＣチップやＬＳＩチップなどの半導体チップ４４は、同じ回路を複数形成した半導体
ウェーハを、個々の回路に分割（ダイシング）して作製されている。半導体チップ４４の
表面には、図示はしてないが、複数の電極が設けられている。
【００３１】
　パッケージ基板１２のチップ配置領域１４に、半導体チップ４４をフェイスダウンで配
置する。半導体チップ４４の表面に形成された電極（図示せず）を、バンプ６８により、
配線２０に直接接続する。これにより、半導体チップ４４はパッケージ基板１２にフリッ
プチップ接続される。同様にして、基板フレーム６０のチップ配置領域１４の各々に、半
導体チップ４４を固定する。
【００３２】
（半導体チップの封止工程）
　次に、半導体チップ４４を封止樹脂により封止する。
　図５（Ａ）及び（Ｂ）は半導体チップの封止工程を示す図である。図５（Ａ）は基板フ
レームの部分断面図であり、図５（Ｂ）は基板フレームを表面側から見た平面図である。
【００３３】
　封止樹脂による封止は、各々のチップ配置領域１４に半導体チップ４４が配置された基
板フレーム６０を、図示しないモールド金型にセットしてトランスファー法により行う。
このモールド金型内に、封止樹脂を注入、充填することにより、基板フレーム６０の表面
を封止樹脂５０Ｍで被覆する。
【００３４】
　複数のパッケージ基板１２が形成された領域６２（点線で示す）より広い範囲を、封止
樹脂５０Ｍで被覆する。封止樹脂としては、エポキシ樹脂を用いることができる。封止樹
脂は、半導体チップ４４と基板フレーム６０との隙間を埋めるように充填される。また、
表面側端子３６が封止樹脂５０Ｍで覆われるように、基板フレーム６０の表面を封止樹脂
５０Ｍで被覆する。
【００３５】
　モールド終了後に、基板フレーム６０をモールド金型から取り出して、封止工程が終了
する。基板フレーム６０の表面を封止樹脂５０Ｍで被覆することで、半導体チップ４４と
共に、配線２０及びバンプ６８も同時に封止される。また、領域６２より広い範囲を封止
樹脂５０Ｍで被覆することで、各々のチップ配置領域１４に配置された半導体チップ４４
が一括して封止される。
【００３６】
（封止樹脂の研削工程）
　次に、封止樹脂５０Ｍを表面側から研削する。
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　図６（Ａ）及び（Ｂ）は封止樹脂の研削工程を示す図である。図６（Ａ）は基板フレー
ムの部分断面図であり、図６（Ｂ）は基板フレームを表面側から見た平面図である。
【００３７】
　基板フレーム６０の表面を封止樹脂５０Ｍで被覆した後に、グラインダー等の研削装置
を用いて、表面側端子３６の他端の端面３６Ａが露出するまで、封止樹脂５０Ｍを表面側
から研削（グラインド）する。封止樹脂５０の表面には、表面側端子３６の端面３６Ａと
同じ高さ（同一表面）の研削面５０Ｇが形成される。研削面５０Ｇは、コア材１６の表面
に平行となる。この結果、図６（Ｂ）に示すように、封止樹脂５０の研削面５０Ｇには、
複数の端面３６Ａが露出するようになる。
【００３８】
　従来のトランスファー法で薄い封止樹脂層を形成するためには、高度な金型作製技術が
必要になる。これに対し、本発明では、モールドした封止樹脂５０Ｍを表面側から研削す
ることで、薄い封止樹脂層を形成し、両面電極パッケージの薄膜化を非常に簡易に実現す
ることができる。また、基板フレーム６０の表面は、表面側端子３６の端面３６Ａを除い
て封止樹脂５０で一様に被覆されている。従って、基板フレーム６０の表面が、熱膨張率
や熱収縮率の異なる複数種類の樹脂で覆われている場合に比べて、樹脂の剥離が発生し難
い。
【００３９】
（再配線工程）
　次に、封止樹脂５０の研削面５０Ｇ上で再配線を行う。
　図７（Ａ）及び（Ｂ）は再配線工程を示す図である。図７（Ａ）は基板フレームの部分
断面図であり、図７（Ｂ）は基板フレームを表面側から見た平面図である。
【００４０】
　封止樹脂５０の研削面５０Ｇ上に、金属ナノ粒子により、所定の再配線パターンで再配
線パッド５２と配線５４とを形成する。本実施の形態では、表面側端子３６の端面３６Ａ
と研削面５０Ｇとが同じ高さ（同一表面）に形成されているので、再配線パターンの形成
が容易である。また、研削面５０Ｇは粗面であるため、再配線パッド５２、配線５４との
接着性に優れている。
【００４１】
　本実施の形態では、図２（Ｂ）に示すように、１つのチップ配置領域１４を四角く取り
囲み、一辺に７個の端面３６Ａが並ぶように２４本の表面側端子３６が配置されている。
例えば、図１（Ｂ）に示すように、端面３６Ａの個数に応じて、１つのチップ配置領域１
４に付き、２４個の再配線パッド５２を研削面５０Ｇ上に形成することができる。
【００４２】
　再配線パッド５２は、上側に積層されるパッケージとの接続が容易になるように、研削
面５０Ｇ上に任意のレイアウトで配置（再配線）することができる。例えば、図１（Ｂ）
に示す再配線パターンでは、２４個の再配線パッド５２は、中央の１つを除いた５×５の
マトリクス状に配列されている。図１（Ｂ）に示すように、配線５４は、これら端面３６
Ａと再配線パッド５２とを一対一で接続するように形成される。
【００４３】
　金属ナノ粒子は、粒径が１～１００ｎｍ程度の金属粒子である。金属ナノ粒子としては
、例えば、銅ナノ粒子を用いることができる。また、再配線パターンは、金属ナノ粒子を
含むインクを用いたインクジェット・プリントや、金属ナノ粒子を含むペーストを用いた
スクリーン印刷により形成することができる。金属ナノ粒子を含むインクやペーストを用
いた場合には、再配線パターンを形成した後に、原子状水素を用いた還元を実施して、有
機溶媒等による汚れや酸化物を除去する。
【００４４】
（ダイシング工程）
　最後に、基板フレーム６０をダイシングして各パッケージを個片化する。
　図８（Ａ）及び（Ｂ）はダイシング工程を示す図である。図８（Ａ）は基板フレームの
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部分断面図であり、図８（Ｂ）は基板フレームを表面側から見た平面図である。
【００４５】
　基板フレーム６０上には、複数のパッケージ構造６４が形成されている。本実施の形態
では、図８（Ｂ）に示すように、基板フレーム６０の図示された部分には、１６個の両面
電極パッケージ構造６４が４×４のマトリクス状に配置されている。図示しないブレード
を矢印方向に移動させて、基板フレーム６０を碁盤目状にソーカットして、両面電極パッ
ケージ構造６４の各々を個片化する。これにより、両面電極パッケージ１０が完成する。
また、ソーカットにより、ブレードの通過領域６６の基板フレーム６０が切除される。ブ
レードとしては、ダイヤモンドブレード等を用いることができる。
【００４６】
　以上説明した通り、本実施の形態によれば、ザグリ加工した基板フレームなどを予め用
意する必要がなく、半導体チップをモールド封止した封止樹脂を表面側から研削すること
で、両面電極パッケージの薄膜化を非常に簡易に実現することができる。
【００４７】
　また、再配線パッドを任意のレイアウトで配置（再配線）することができるので、上側
に積層されるパッケージとの接続が容易になる。また、表面側端子の端面と研削面とが同
じ高さ（同一表面）に形成されているので、再配線パターンの形成が容易である。
【００４８】
　また、研削面は粗面であり、再配線パターンとの接着性に優れている。このため、再配
線パターンの剥離による断線が発生し難い。
【００４９】
　また、パッケージ基板の表面が１種類の樹脂（封止樹脂）で被覆されているので、基板
実装時のリフロー（半田付け）等の熱による樹脂の剥離を防止することができる。これに
より、パッケージ内部への水分の浸入や、再配線パターンの剥離による断線を防止するこ
とができる。
【００５０】
＜第２の実施の形態＞
　上記の第１の実施の形態では、両面電極パッケージの表面に再配線パターンを形成して
いるが、第２の実施の形態では、両面電極パッケージの表面に、上側のパッケージとバン
プ接続するためのバンプ接続部を設けている。その他の構成は第１の実施の形態と略同じ
であるため、同じ構成部分には同じ符号を付して説明を省略する。
【００５１】
（両面電極パッケージ）
　図９（Ａ）は本発明の第２の実施の形態に係る両面電極パッケージの構成を示す概略断
面図である。図９（Ｂ）は表面側端子の端部周辺（点線で囲んだ部分１８）の部分拡大図
である。
【００５２】
　第２の実施の形態に係る両面電極パッケージ１０Ａは、第１の実施の形態と略同じ構造
のパッケージ基板１２を備えている。パッケージ基板１２は、上述したように、配線２０
、貫通電極２８、電極パッド３０、表面側端子３６、及びソルダレジスト４２が形成され
たコア材１６を備えている。第１の実施の形態と違って、表面側端子３６の端部は、凹状
に形成された端面３６Ｂとされている。即ち、表面側端子３６の端面３６Ｂは、中央が下
に凸状に窪んだ凹面である。
【００５３】
　また、半導体チップ４４は、チップ配置領域１４にフェイスダウンで配置され、パッケ
ージ基板１２にフリップチップ接続されている。半導体チップ４４は、封止樹脂５０によ
り封止されている。封止樹脂５０の表面は、半導体チップ４４を覆うようにモールド形成
された樹脂層を表面から研削（グラインド）することで、表面側端子３６の他端の一番高
い部分と同じ高さとされている。封止樹脂５０の表面は、研削により形成された研削面５
０Ｇである。研削面５０Ｇは、コア材１６の表面に平行となる。凹状に形成された表面側
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端子３６の端面３６Ｂは、封止樹脂５０の研削面５０Ｇに露出している。このため、封止
樹脂５０の研削面５０Ｇには、複数の凹部が形成されている。
【００５４】
　図９（Ｂ）に示すように、表面側端子３６の凹状に形成された端面３６Ｂには、半田ペ
ースト４６などを保持し易くなり、端面３６Ｂ上に更に接続端子を形成することが容易に
なる。例えば、端面３６Ｂ上に半田ペーストを塗布してＬＧＡ（Land Grid Array）型パ
ッケージとしてもよく、端面３６Ｂ上に半田ボールを設けてＢＧＡ（Ball Grid Array）
型パッケージとしてもよい。
【００５５】
（両面電極パッケージの製造方法）
　次に、上述した両面電極パッケージ１０Ａの製造方法について説明する。第２の実施の
形態に係る両面電極パッケージ１０Ａは、端面３６Ａを凹状に加工して端面３６Ｂを形成
する以外は、第１の実施の形態と同様に作製することができるので、封止工程以前の工程
については説明を省略する。
【００５６】
（封止樹脂の研削工程）
　図６（Ａ）及び（Ｂ）と同様にして、基板フレーム６０の表面を封止樹脂５０Ｍで被覆
した後に、グラインダー等の研削装置を用いて、表面側端子３６の他端の端面３６Ａが露
出するまで、封止樹脂５０Ｍを表面側から研削（グラインド）する。封止樹脂５０の表面
には、表面側端子３６の端面３６Ａと同じ高さ（同一表面）の研削面５０Ｇが形成される
。図６（Ｂ）に示すように、封止樹脂５０の研削面５０Ｇには、複数の端面３６Ａが露出
するようになる。
【００５７】
（凹部の形成工程）
　次に、表面側端子３６の端面３６Ａを凹状に加工する。
　図６（Ｂ）に示すように、封止樹脂５０の研削面５０Ｇには、複数の端面３６Ａが露出
している。これを表面側からエッチング処理して、端面３６Ａを凹状に加工する。こうし
て、凹状の端面３６Ｂが形成される。
【００５８】
（ダイシング工程）
　最後に、基板フレーム６０をダイシングして各パッケージを個片化する。これにより、
両面電極パッケージ１０Ａが完成する。
【００５９】
　以上説明した通り、本実施の形態によれば、ザグリ加工した基板フレームなどを予め用
意する必要がなく、半導体チップをモールド封止した封止樹脂を表面側から研削すること
で、両面電極パッケージの薄膜化を非常に簡易に実現することができる。
【００６０】
　また、表面側端子の凹状に形成された端面には、半田ペーストなどを保持し易く、端面
上に更に半田ボールなどの接続端子を容易に形成することができる。
【００６１】
　また、パッケージ基板の表面が１種類の樹脂（封止樹脂）で被覆されているので、基板
実装時のリフロー（半田付け）等の熱による樹脂の剥離を防止することができる。
【００６２】
＜第３の実施の形態＞
　第３の実施の形態として、２個の両面電極パッケージを積層してマザーボード上に実装
したＰＯＰモジュールの一例を示す。両面電極パッケージの構成などは、第１及び第２の
実施の形態と同じであるため、同じ構成部分には同じ符号を付して説明を省略する。
【００６３】
（ＰＯＰモジュール）
　図１０は本発明の第３の実施の形態に係るＰＯＰモジュールの構成を示す概略断面図で
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ある。第３の実施の形態に係るＰＯＰモジュール２２は、マザーボード３２と、両面電極
パッケージ１０Ａと、両面電極パッケージ１０と、で構成されている。
【００６４】
　マザーボード３２の表面には、複数の接続パッド３４が形成されている。マザーボード
３２上には、両面電極パッケージ１０Ａが積層されている。両面電極パッケージ１０Ａの
裏面側の電極パッド３０は、半田ボール３８を介して、マザーボード３２表面の接続パッ
ド３４に電気的に接続されている。両面電極パッケージ１０Ａ上には、別の両面電極パッ
ケージ１０が積層されている。電極パッケージ１０Ａの表面には、表面側端子３６の凹状
に形成された端面３６Ｂが露出している。両面電極パッケージ１０の裏面側の電極パッド
３０は、半田ボール４０を介して、両面電極パッケージ１０Ａの表面に露出した端面３６
Ｂに電気的に接続されている。
【００６５】
（パッケージ積層工程）
　両面電極パッケージ１０Ａの裏面側の電極パッド３０に、半田ボール３８を溶接する。
また、両面電極パッケージ１０Ａの表面に露出した端面３６Ｂに、半田ペースト（図示せ
ず）を塗布し、この半田ペーストを介して半田ボール４０を溶接する。両面電極パッケー
ジ１０Ａには、半田ボール３８、４０が外部端子として形成される。両面電極パッケージ
１０Ａの半田ボール３８をマザーボード３２表面の接続パッド３４に圧接し、半田ボール
４０を両面電極パッケージ１０の裏面側の電極パッド３０に圧接する。これにより、マザ
ーボード３２上に、両面電極パッケージ１０Ａ及び両面電極パッケージ１０が実装され、
ＰＯＰモジュール２２が完成する。
【００６６】
　以上説明した通り、本実施の形態によれば、表面側端子３６の端面３６Ｂが凹状に形成
されているので、半田ペーストを保持し易く、半田ペーストを介して半田ボール（接続端
子）を形成しやすい。従って、別のパッケージとの接続性が向上し、両面電極パッケージ
のＰＯＰ実装が容易になる。
【００６７】
（変形例）
　以下、変形例について説明する。
【００６８】
　上記の第１の実施の形態では、両面電極パッケージの表面に再配線パッドが形成され、
両面電極パッケージの裏面に電極パッドが形成される例について説明したが、これらパッ
ド上に更に接続端子を形成することができる。例えば、パッド上に半田ペーストを塗布し
てＬＧＡ（Land Grid Array）型パッケージとしてもよく、パッド上に半田ボールを設け
てＢＧＡ（Ball Grid Array）型パッケージとしてもよい。
【００６９】
　また、上記の第３の実施の形態では、両面電極パッケージの電極パッド上に半田ボール
を設けてＢＧＡ型パッケージとする例について説明したが、電極パッド上に半田ペースト
を塗布してＬＧＡ型パッケージとすることもできる。ＬＧＡ型パッケージでは、半田ペー
ストのスクリーン印刷により、外部端子として半田バンプを形成して、パッケージの薄型
化を図ることができる。
【００７０】
　また、上記の第１～第３の実施の形態では、パッケージ基板を、絶縁体で構成された平
板状のコア材、配線、貫通電極、電極パッド、表面側端子、及びソルダレジストで構成す
る例について説明したが、パッケージ基板を、多層配線した多層有機基板で構成すること
もできる。多層有機基板は、複数層（例えば、２層～４層）からなる樹脂基板の各層にそ
れぞれ配線パターンを形成し、必要に応じて各層の配線パターンを接続するためのビアホ
ールを形成したものである。このビアホールの内部には導体層が形成され、この導体層が
下面側に形成された端面電極部であるランドと接続されている。
【００７１】
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　また、上記の第１～第３の実施の形態では、１つの両面電極パッケージに１つの半導体
チップを収容する例について説明したが、１つの両面電極パッケージに複数の半導体チッ
プを収容することもできる。
【００７２】
　また、上記の第１～第３の実施の形態では、半導体チップをフリップチップ接続してい
るが、金属ワイヤを用いてワイヤボンド接続してもよい。
【００７３】
　また、上記の第１～第３の実施の形態では、両面電極パッケージ表面のソルダレジスト
は省略したが、両面電極パッケージの表面をソルダレジストで被覆することができる。
【００７４】
　また、上記の第１～第３の実施の形態では、表面側端子の形状を円柱状としたが、角柱
状の表面側端子を用いることもできる。柱状の表面側端子を基板（コア材）表面に平行な
面で切断したときの切断面の外周形状は、円、楕円、長円等の円形、四角形（正方形、長
方形、平行四辺形、ひし形）、五角形、六角形、七角形、八角形等の多角形でもよい。
【図面の簡単な説明】
【００７５】
【図１】（Ａ）は本発明の第１の実施の形態に係る両面電極パッケージの構成を示す概略
断面図である。（Ｂ）は同じ両面電極パッケージを表面側から見た平面図である。
【図２】（Ａ）はパッケージ基板の断面図であり、（Ｂ）はパッケージ基板を表面側から
見た平面図であり、（Ｃ）はパッケージ基板を裏面側から見た平面図である。
【図３】（Ａ）及び（Ｂ）は基板フレームの準備工程を示す図である。（Ａ）は基板フレ
ームの部分断面図であり、（Ｂ）は基板フレームを表面側から見た平面図である。
【図４】（Ａ）及び（Ｂ）は半導体チップの配置工程を示す図である。（Ａ）は基板フレ
ームの部分断面図であり、（Ｂ）は基板フレームを表面側から見た平面図である。
【図５】（Ａ）及び（Ｂ）は半導体チップの封止工程を示す図である。（Ａ）は基板フレ
ームの部分断面図であり、（Ｂ）は基板フレームを表面側から見た平面図である。
【図６】（Ａ）及び（Ｂ）は封止樹脂の研削工程を示す図である。（Ａ）は基板フレーム
の部分断面図であり、（Ｂ）は基板フレームを表面側から見た平面図である。
【図７】（Ａ）及び（Ｂ）は再配線工程を示す図である。（Ａ）は基板フレームの部分断
面図であり、（Ｂ）は基板フレームを表面側から見た平面図である。
【図８】（Ａ）及び（Ｂ）はダイシング工程を示す図である。（Ａ）は基板フレームの部
分断面図であり、（Ｂ）は基板フレームを表面側から見た平面図である。
【図９】（Ａ）は本発明の第２の実施の形態に係る両面電極パッケージの構成を示す概略
断面図である。（Ｂ）は表面側端子の端部周囲（点線で囲んだ部分）の部分拡大図である
。
【図１０】本発明の第３の実施の形態に係るＰＯＰモジュールの構成を示す概略断面図で
ある。
【符号の説明】
【００７６】
１０  両面電極パッケージ
１０Ａ      両面電極パッケージ
１２  パッケージ基板
１４  チップ配置領域
１６  コア材
１８  部分
１９  平成
２０  配線
２２  モジュール
２４  ビア
２６  導電性材料
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２８  貫通電極
３０  電極パッド
３２  マザーボード
３４  接続パッド
３６  表面側端子
３６Ａ      端面
３６Ｂ      端面
３８  半田ボール
４０  半田ボール
４２  ソルダレジスト
４４  半導体チップ
４６  半田ペースト
５０  封止樹脂
５０Ｍ      封止樹脂
５０Ｇ      研削面
５２  再配線パッド
５４  配線
６０  基板フレーム
６２  領域
６４  パッケージ構造
６４  両面電極パッケージ構造
６６  通過領域
６８  バンプ

【図１】 【図２】
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